
答申以降の進ちょく状況について 

 

１ 家庭ごみへの指定袋制導入について 

（１）取組の経緯 

平成１７年 ８月 ４日 審議会答申「指定袋制導入についての具体的あり方について」

１０月 ３日 「家庭ごみ収集における有料指定袋制の導入に向けた基本方

針」の策定・公表 

「基本方針」に対する市民意見募集の実施（～１１月２日） 

     １０月 ４日 市内各学区・市内全域を対象とした「基本方針」についての「意

見交換会」の開催（～１２月１９日） 

平成１８年 １月２３日 「基本方針」に対する市民意見集計結果の公表 

      １月３０日 「家庭ごみ収集における有料指定袋制導入の最終方針」の策

定・公表 

      ２月 市会への「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」

一部改正案の提案（３月１７日可決） 

 

 

（２）「最終方針」における有料指定袋の価格及び容量 

種       類 透 明 度 容 量 価  格 

４５㍑ ４５円／袋 

３０㍑ ３０円／袋 

１０㍑ １０円／袋 
定 期 収 集 ご み 半 透 明

５㍑ ５円／袋 

４５㍑ ２２円／袋 

３０㍑ １５円／袋 

資
源
ご
み 

缶・びん・ペットボトル，

プラスチック製容器包装
透   明

２０㍑ １０円／袋 

【資料２】 
平成１８年３月２２日
京都市廃棄物減量等推進審議会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：資源ごみである小型金属類については，透明な袋であれば指定しない。 

２：     部分は「基本方針」からの変更点。 

 

 

（３）「基本方針」に関する市民意見聴取の概要 

①市民意見の募集（パブリック・コメント）の状況 

・募集期間  平成１７年１０月３日～１１月２日 

・周知方法  市民しんぶん，区役所等でのビラ配布，京都市ホームページ， 

意見交換会，出前トーク，マスコミ報道 等 

・提出方法  郵送，ファクシミリ，電子メール，直接持参 等 

・意見書数  ７６３通（２，１０３件） 
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②意見交換会 

・開催期間  平成１７年１０月４日～１２月１９日 

・開催回数  ２１２回 

・参加人数  延べ ７，２７９人 

・提出された意見書の状況  ４，６４８通（７，１００件） 

・発言された意見の状況   ２，６１２件 

 

③その他の機会における意見書提出 

・提出機会  出前トーク，ふれあいまつり，区役所・支所等における「基本方

針」パンフレットの配布等 

・提出方法  郵送，ファクシミリ，電子メール，直接持参 等 

・提出された意見書の状況  ２６６通（４４４件） 

 

④主な市民意見及び審議会答申の概要と「最終方針」に基づく具体的対応策 

主な市民意見・審議会答申の概要 「最終方針」に基づく具体的対応策 

【袋の価格・容量について】 

・指定袋の価格を安くしてほしい。

・小さいサイズの袋を設定してほ

しい。 

・低所得者，高齢者といった社会

的弱者への特別な配慮が必要。 

４５リットル袋の価格について，定期

収集ごみ用袋は５０円から４５円，資源

ごみ用袋は２５円から２２円とした。 

また，ごみ排出量の少ない家庭等に配

慮するとともに，ごみの減量努力がより

報われる仕組みとなるよう，定期収集ご

み用袋に５リットル，資源ごみ用袋に

２０リットルを設定した。 

【分別・リサイクルについて】 

・市収集の分別を徹底すべき。 

・市民のリサイクル機会の拡大を

図る必要がある。 

 

 審議会答申での関連箇所（要約）

・拠点回収やコミュニティ回収

を市民に広く利用してもらえ

るよう，更なる普及啓発の実

施や回収拠点の確実な増加に

努められたい。 

  ・プラスチック製容器包装分別

収集をできる限り速やかに全

市拡大されたい。 

 次のような取組を行っていく。 

 

○電動式生ごみ処理機等購入助成 

  電動式生ごみ処理機及び生ごみコ

ンポスト容器について，上限を設けた

うえで購入費の半額程度を助成する。

 

○蛍光管拠点回収制度の創設 

（１８年１０月～） 

市役所・まち美化事務所など合計４６箇

所に専用回収ボックスを設置する。 

 

○リターナブルびん（生きびん）等の拠

点回収 

現在の約４０拠点から，１８年度には

１００拠点に拡大する。 
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○コミュニティ回収制度 

  現在の約１００団体から，１８年度には

５００団体に拡大する。また，活動経費の

助成制度を創設する。 

 

○プラスチック製容器包装分別収集の

全市拡大（１９年１０月～） 

 

○廃食用油燃料化事業 

  現在の約１，０００拠点から，１８年度

には１，１００拠点に拡大する。 

【市民の意識改革やごみ減量に向けた更なる

普及啓発について】 

 ・意識改革やごみの出し方などの

普及啓発が必要。 

 ・有料化によるごみ減量効果に疑

問を感じる。 

 ・意見交換会の回数を増やすべき。

 ・有料指定袋制導入に際しては普

及啓発を徹底すべき。 

・マンション等集合住宅への対応

が必要。 

・有料化すれば一旦ごみは減るが

リバウンドする。 

 

審議会答申での関連箇所（要約）

  ・指定袋制導入の意義や効果な

どを分かりやすく周知された

い。 

  ・市民の環境意識を高めるため

の情報を一層積極的に公開さ

れたい。 

  ・有料指定袋制導入前と導入後

のごみ量等の状況や市民意識

の変化をモニタリングし，そ

の結果を市民に周知すること

が重要。 

・ごみ処理コストの開示・透明

化を図っていくべき。 

・マイバッグ運動促進によるレ

 次のような取組を行っていく。 

 

○地域の実情に応じた町内単位等での

きめ細かな事前説明の実施 

 

○市民しんぶんやポスターなど，あらゆ

る機会やメディアを活用した普及啓

発の実施 

 

○ごみ減量や分別・リサイクル等に関す

る情報を網羅した環境総合情報誌「ご

み事典（仮称）」の全戸配布 

 

○指定袋の事前無料配布による制度の

周知徹底 

 

○有料指定袋制実施によるごみ減量効

果等の検証及び市民の意識行動の変

化等の把握・公表 

 3



ジ袋削減と，生ごみも水気を

切ってレジ袋を使わずに排出

してもらうよう，市民への啓

発の徹底を図るべき。 

  ・許可業者がごみを収集してい

る集合住宅でも，資源ごみに

ついては，リサイクル促進を

図るための対応を行うべき。 

・学生等若年層の市民に対して

は，ごみの出し方や指定袋の

使用等について特に普及啓発

の徹底を図られたい。 

【事業者責任について】 

・生産者や販売者の事業者責任の

追及が必要。 

 

審議会答申での関連箇所（要約）

 ・モノを生産・販売する事業者

に対しては，拡大生産者責

任・事業者責任の徹底を図り，

ごみの排出が最小限に抑制さ

れた社会経済システムに転換

していくよう，強く働きかけ

ていくべき。 

次のような取組を行っていく。 

 

○国や関係機関への粘り強い要望の継

続 

 

○「京都市ごみ減量推進会議」等を通じ

た，地元企業・小売店と連携した取組

の強化 

  ・ばら売り・量り売りの推進 

・包装材回収ボックスの設置促進 

・簡易包装の促進  など 

【市民サービスの向上について】 

 ・職員の意識・態度の向上その他

サービスの向上が必要。 

 

審議会答申での関連箇所（要約）

  ・市民のライフスタイル等の実

情に応じたサービスのあり方

の検討を行うべき。 

親切丁寧なごみ収集作業の充実など，

今後とも，効率的で市民の皆様に御満足

いただける市民サービスの提供に向け，

取組を徹底していく。 

【不法投棄への的確な対応について】 

・不法投棄への危惧があり対策が

必要である。 

 

審議会答申での関連箇所（要約）

 ・不法投棄対策のより一層の強

化を図るべき。 

  

 次のような取組を行っていく。 

 

○住民通報に迅速に対応する体制（まち

美化事務所，クリーンアップチーム）

の活用 

 

○タクシー等旅客運送業者と連携した

不法投棄監視通報制度の実効ある運

 4



 用 

 

○警察等関係機関と連携した，悪質な不

法投棄者の告発 

 

○不法投棄への監視を強化するための

夜間パトロールの新規実施 

【不適正排出への的確な対応について】

・不適正排出への危惧があり対策

が必要である。 

・ネット等によるカラスや猫への

対策をしてほしい。 

 

審議会答申での関連箇所（要約）

 ・市民と行政とのパートナーシ

ップにより，各地域のごみ排

出ステーションの管理体制の

構築を目指すとともに，カラ

スや猫等によるステーション

でのごみ散乱の防止策につい

ても検討されたい。 

 ・指定袋以外の袋で出されたご

みや異物混入の多い資源ごみ

については，取り残しのうえ

警告を行うなど，断固たる態

度で対応されたい。 

 次のような取組を行っていく。 

 

○まち美化事務所に新たに設置する専

従班を中心とした不適正排出への対

応 

地域のパトロールや不適正排出抑制の

ための啓発・排出指導を行う。 

不適正排出されたごみは，警告シールを

添付のうえ，一定期間経過後に回収する。

悪質な排出者に対しては指導を徹底す

る（袋の内容物確認後指導）。 

 

○カラス防護ネット設置支援 

【環境美化ボランティア活動への配

慮について】 

 ・まちの美化活動や落ち葉掃除な

どのボランティア活動に配慮す

べき。 

 

審議会答申での関連箇所（要約）

  ・ボランティア等自主的な美化

活動については，市民の善意

の活動が停滞することのない

よう配慮されたい。 

 

 

 

市民の善意の活動が停滞することの

ないよう，ボランティア活動支援袋を無

料で配布する。 
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【生活困窮者や紙おむつを使用され

ている方への配慮について】 

・低所得者，高齢者といった社会

的弱者への特別な配慮が必要。

（再掲） 

・おむつ袋など，介護が必要な高

齢者への特別な配慮が必要。 

・子育て支援として特別な配慮が

必要。 

現在検討中である。 

 

 

  ⑤その他市民意見及び審議会答申の概要とそれに対する考え方 

市民意見・審議会答申の概要 左記概要に対する考え方 

【手数料収入の運用方法について】 

 ・有料化による収入の使途を明確

化すべき。 

 

審議会答申での関連箇所（要約）

  ・環境分野に特化した活用を行

うことにより，市民に目に見

える形で還元すべき。 

手数料収入については，ごみ減量・リ

サイクルなどの環境分野を対象に，市民

の目に見える形で活用していく。なお，

このような手数料収入の使途について

は，毎年度の予算・決算時に公表してい

く。 

後述の「（４）有料指定袋制による手

数料収入の見込みとその使途」を参照。

【事業系ごみ対策について】 

 審議会答申での関連箇所（要約）

  ・事業系ごみ対策についても検

討されたい。 

  ・事業系ごみを家庭系ごみとし

て排出しているケースに対す

る指導の強化を図るべき。 

次のような取組を行っていく。 

 

○「京都市事業系ごみ減量等推進三者協

議会」（後述）による排出事業者への

効果的な普及啓発の手法の検討と具

体的実施 

 

○持込ごみ手数料改定や許可業者手数

料減額措置の廃止など経済的なイン

センティブの活用 

 

○厨芥類等の民間再資源化施設への誘

導 

【指定袋の流通システムの整備につ

いて】 

 審議会答申での関連箇所（要約）

  ・市民が指定袋を入手しやすい

よう，小売店の密度・配置等

を十分検討すべきである。 

 指摘を十分踏まえたうえで，指定袋の

流通システムを構築していく。 
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  ・流通システムの整備に当たっ

ては，袋製造業者や小売店の

選定における公平性の確保な

どにも留意されたい。 

【京都の地域特性への配慮につい

て】 

 審議会答申での関連箇所（要約）

  ・袋のデザインについては「京

都らしさ」が感じられるよう

なものを検討されたい。 

 指摘を十分踏まえたうえで取組を進

めていく。 

 

 

（４）有料指定袋制による手数料収入の見込みとその使途 

 

使途 予算額（千円）

①施策への活用 515,000

有料指定袋制実施に伴う広報，普及啓発 265,695

総合環境情報誌「ごみ事典（仮称）」の作成，配布 51,000

リターナブルびん（生きびん）等の拠点回収 19,500

コミュニティ回収制度 13,000

「京のごみ戦略２１」進ちょく状況把握等調査 10,000

「京都市ごみ減量推進会議」の活動支援 15,305

電動式生ごみ処理機等購入補助 73,500

蛍光管拠点回収制度の創設 5,000

廃食用油燃料化事業市民回収支援 26,000

内
訳 

まちの美化活動の支援拡充 36,000

②必要経費（指定袋の製造，保管，配送など） 505,000

合計（①＋②） 1,020,000

 

 

（５）導入に向けた取組スケジュール 

１８年 ４月 

 

事前説明の実施（～９月） 

各種媒体を通じたＰＲ活動の実施（～９月） 

    ９月 

 

無料指定袋の事前配布 

「ごみ事典（仮称）」の全戸配布 

   １０月 

 

有料指定袋制スタート 

制度定着に向けた普及啓発の継続的実施 
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２ クリーンセンターへの許可業者搬入手数料について 

（１）取組の経緯 

当審議会からの答申後，その内容に基づき，一般廃棄物収集運搬処理業者のクリー

ンセンターへの搬入手数料の減額措置の廃止に伴う新たな許可業者手数料区分への円

滑な移行を図るための検討組織として，排出事業者・許可業者・行政から成る「京都

市事業系ごみ減量等推進三者協議会」が設置され，議論が行われてきている。 

平成１７年 ８月 ４日 審議会答申「クリーンセンターへの許可業者搬入手数料のあり

方について」 

１１月１０日 第１回京都市事業系ごみ減量等推進三者協議会 

→・協議会の位置付けについて 

・審議会からの答申内容について 

・激変緩和期間について 

・他都市における普及啓発の取組について 

     １２月１６日 第２回京都市事業系ごみ減量等推進三者協議会 

→・激変緩和期間について 

→据置期間２年を含む計８年について承認（下図） 

・具体的な普及啓発の手法について 

平成１８年 ２月 １日 第３回京都市事業系ごみ減量等推進三者協議会 

→・普及啓発に必要な広報媒体の検討等について 

（タイムスケジュールの提案） 

・啓発パンフレット等への記載項目について 

      ２月 市会への「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」

一部改正案の提案（３月１７日可決） 

 

（２）新たな許可業者手数料体系の概要 

 同協議会で，据え置き期間２年を含む８年間で新たな手数料体系に移行していくこ

とが承認された。これは審議会答申の内容にほぼ沿ったものとなっている。 

 

持持込込ごごみみ

手手数数料料 第第１１区区分分  第第２２区区分分 第第３３区区分分≦１ｔ＜ ≦０.３ｔ＜
 

１１４４,,００００００円円  １１８８,,００００００円円  １１ｔｔ当当たたりり  １１００,,００００００円円  

８８年年間間

２２年年間間

 

許許可可業業者者

手手数数料料  

    
1100,,000000円円//ｔ55,,000000円円//ｔｔ  88,,000000円円//tt  ｔ

据据置置 66,,550000円円//tt  

１１７７年年度度  ２２６６年年度度～～  ２２００～～２２２２年年度度   ２２３３～～２２５５年年度度   １１８８～～１１９９年年度度   

廃廃棄棄物物条条例例でで明明記記
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（３）今後のスケジュール 

１８年 ３月 

 

 

第４回京都市事業系ごみ減量等推進三者協議会 

→・具体的な普及啓発の手法について 

  （パンフレット等の原案提示予定） 

    ４月～ 各種媒体を通じたＰＲ活動の実施 

 


